
川崎市ひとり親家庭支援
養育費確保支援事業補助金

★ご不明な点はお気軽にお問合せください。

※補助金交付には審査があります。

【公正証書等作成費補助金】 【養育費確保支援事業補助金】

交付申請時に、以下のすべてを満たす方
□川崎市在住のひとり親家庭で、20歳に満たない子の保護者
□養育費の取り決めの対象者となる児童を扶養している方
□保証会社又は弁護士と契約を締結している方
□過去に同様の補助金を受けていない方

□保証会社と養育費の保証契約を締結した際に必要となる費用
□弁護士と養育費の回収を目的とした契約を締結した場合に必
要となる費用（債権回収に要した費用も含む）
※すべて養育費に関するものに限ります。

□申請書（郵送申請の場合は裏面又はホームページからダウンロードできます）

□ひとり親家庭を証する書類
（児童扶養手当受給者証の写し、全部事項証明書など）

□保証会社又は弁護士との契約書の写し
□支払金額が分かるもの （領収書など）
□振込口座確認書類（通帳・カードの写し）

【問い合わせ先】
川崎市こども未来局
児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044‐200‐2672
Email 45kodoka@city.Kawasaki.jp

対象経費について、
申請日から遡って
1年以内に負担した
額のうち
上限8万円まで
補助金対象となります

申請はコチラから

上記申請書類一式を同封の上、下記宛先へ郵送ください。
〒２１０-８５７７
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当（母子福祉） 宛て
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川崎市ひとり親家庭支援
養育費確保支援事業補助金

対象となる方

対象となる経費

申請書類

郵送申請の場合

本制度では、ひとり親家庭（配偶者のない者が現に児童を養育している家庭）であって、養育

費の取り決めについて債務名義となる文書（「公正証書」、「調停調書」等）を作成された方を

対象に、債権回収等を代理することが認められた保証会社又は弁護士と養育費が支払われない場

合の回収を目的とする契約を締結した場合に、必要となる費用の一部を補助します。

mailto:45kodoka@city.Kawasaki.jp


第１号様式 
                                   年  月  日 

 
（宛先）川崎市長 
 

川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 
 

        （申請者） 〒           

             住 所                      

             氏 名                 （自署） 

             電 話                      
  

 
川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり関係書

類を添えて申請及び実績報告します。 
なお補助金の交付にあたり必要な事項の確認のために児童扶養手当の受給状況のほか、公簿等を川

崎市が確認することに同意します。 
 
１ 交付申請 
（１）交付を受けようとする補助金の額               円 
（２）添付書類 
 ・ひとり親家庭を証する書類の写し（児童扶養手当受給者証の写しなど） 
 ・保証会社等との契約書の写し 
 ・補助経費に関して、本人が費用を負担したことが分かる書類の写し（領収書など） 
 ・振込口座確認書類（通帳・カードのコピー） 

・その他（                    ） 
（３）振込口座申出欄 ※申請者名義の普通預金口座に限ります 

 金融機関名  

支店名  

口座番号 普通   

口座名義（カタカナ）  

 
２ 実績報告 

１により交付申請した本補助金について、   年  月  日から   年  月  日までに

保証会社等との契約に支払った経費は      円でした。 
次に、補助事業の成果については、                                                

以上報告します。 
 
 
 


